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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
給気口と排気口を有する本体ケースと、この本体ケース内の風路に設けた送風手段と、こ
の送風手段と排気口間に設けた液体の微粒化手段とを備え、前記液体の微粒化手段は、保
水性と通風性のある回転体と、この回転体の下方に近接して設けた貯水皿と、この貯水皿
への給水手段とからなり、前記回転体は、前記液体の微粒化機能と微粒化できなかった大
粒の液滴を捕捉するエリミネータとしての機能をもつ網をロール状に巻いて形成され、前
記給水手段から給水された水が前記貯水皿の最低部に貯留され、前記回転体の最下端部が
浸水している状態からこの回転が９０°以下の時に前記貯水皿で保水した箇所が前記送風
手段からの風が当たるように回転するものであって、前記貯水皿は、底面が前記回転体の
中心軸の鉛直下方部で上向きに屈曲し、前記排気口側の一端が前記回転体よりも前記排気
口側まで延長している液体微粒化装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液体微粒化装置とそれを用いたサウナ装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、サウナ装置に用いられる液体微粒化装置の構成は、次のような構成となってい
た。
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【０００３】
　すなわち、給気口と排気口を有する本体ケースと、この本体ケース内の風路に設けた送
風手段と、この送風手段と排気口間に設けた微粒化手段とを備え、前記微粒化手段は、ノ
ズルから液体を噴射させる構成となっていた（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開平６－６３１０３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記従来例において問題となるのは、エネルギー損失が大きくなっているということで
あった。
【０００５】
　すなわち、従来の液体微粒化装置は、上述のごとく、ノズルから液体を噴射させること
により液体を微粒化しているが、このように、ノズルから液体を噴射させるものでは、微
粒化できなかった多くの排液が発生し、しかも例えば、サウナ装置においては、この排液
は、加熱手段による加熱を行ったものでもあるので、加熱された液体をみすみす排出して
しまうことになり、結論として、エネルギー損失が大きくなってしまうものであった。
【０００６】
　そこで、本発明は、エネルギー損失を抑制することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　そして、この目的を達成するために本発明は、給気口と排気口を有する本体ケースと、
この本体ケース内の風路に設けた送風手段と、この送風手段と排気口間に設けた液体の微
粒化手段とを備え、前記液体の微粒化手段は、保水性と通風性のある回転体と、この回転
体の下方に近接して設けた貯水皿と、この貯水皿への給水手段とからなり、これにより初
期の目的を達成するものである。
【発明の効果】
【０００８】
　以上のごとく本発明は、給気口と排気口を有する本体ケースと、この本体ケース内の風
路に設けた送風手段と、この送風手段と排気口間に設けた液体の微粒化手段とを備え、前
記液体の微粒化手段は、保水性と通風性のある回転体と、この回転体の下方に近接して設
けた貯水皿と、この貯水皿への給水手段とからなるものであり、エネルギー損失を抑制す
ることができる。
【０００９】
　すなわち、本発明においては、回転体が微粒化手段となり液体を微粒化するが、同時に
微粒化できなかった大粒の液滴を捕捉するエリミネータとしての機能も有し、捕捉した大
粒の液滴を回転により下方の貯水皿に回収するので、結論として少量の貯留水を循環して
使用するため、排液となってしまう液体量が極めて少なくなり、その結果として、エネル
ギー損失を抑制することができるものとなる。
【００１０】
　また、微粒化終了時には、回転体および貯水皿で保持している液体は自然に乾燥させる
こともできるので、排液手段を別途設ける必要のないものとなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
【００１２】
　（実施の形態１）
　図１において、１はサウナ室を示し、このサウナ室１の前面壁２には、ドア３が開閉自
在に設けられ、また、内部には浴槽４が設けられている。
【００１３】
　また、このサウナ室１の天井面５の開口部６には、液体微粒化装置７が取り付けられて
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いる。液体微粒化装置７は、図２に示すごとく、給気口８と排気口９を有する本体ケース
１０と、この本体ケース１０内の風路に設けた加熱手段１１および送風手段１２と、この
送風手段１２と排気口９間に設けた微粒化手段１３とを備えた構成となっている。
【００１４】
　この微粒化手段１３は、保水性と通風性のある回転体１４と、この下方に近接して設け
た貯水皿１５と、給水手段１６から構成されている。
【００１５】
　上記微粒化手段１３の構造について、図３を用いてさらに具体的に説明するが、以下、
上流側、下流側という記載は、送風手段１２によって形成される風の流れに沿ったものと
する。
【００１６】
　図３に示すように、給水手段１６から給水された水は、貯水皿１５の最低部に貯留され
、回転体１４の最下端部が浸水している。回転体１４は、その中心を貫通するシャフト１
７を回転軸として、図示していないモータにより、この回転が９０°以下の時に前記貯水
皿で保水した箇所が前記送風手段からの風が当たるように回転し（図３矢印Ａ）、上流側
が微粒化手段となり液体を微粒化すると同時に、下流側が微粒化できなかった大粒の液滴
を捕捉するエリミネータとしての機能も有し、大粒の液滴を回転により下方の貯水皿に回
収するのである。
【００１７】
　さらに、回転体１４は、保水性と通風性を合わせ持つ素材と構造が必要であり、帯状の
金網や合成樹脂製の網をロール状に巻いて形成されたものであって、耐熱性の観点から、
合成樹脂の中では、ポリプロピレン（ＰＰ）が好ましい。
【００１８】
　以上の構成において、サウナ室１内において、サウナを使用する場合、まずは、図示し
ていないガス湯沸かし器や電気温水器から図１に示すパイプ１８を介して、図２における
加熱手段１１と給水手段１６に温水を供給し、給水手段１６により供給された温水は貯水
皿１５の底部に貯留される。
【００１９】
　次に、送風手段１２が駆動され、その状態で回転体１４を回転させることにより回転体
１４内で温水の微粒化と微粒化できなかった大粒の液滴の除去が行われる。
【００２０】
　この時、上述のごとく送風手段１２が駆動されているので、給気口８から本体ケース１
０内にはサウナ室１内の空気が吸引されており、この空気が加熱手段１１により加熱され
、次に微粒化手段１３により微粒化された温水を排気口９側へと搬送することとなる。
【００２１】
　図４は、回転体１４による液体の微粒化機能と、微粒化できなかった大粒の液滴を捕捉
するエリミネータとしての機能を示している。
【００２２】
　（ａ）、（ｂ）、（ｃ）と回転による時間経過の状態を示し、（ｄ）は定常状態を示し
ている。図中、回転体１４内の網目部は微粒化部１９、斜線部は液滴除去部２０である。
【００２３】
　図４（ａ）において、回転初期は、回転体１４の最下部が、貯水皿１５の底部に貯留さ
れた温水に浸り、回転体１４の最下部は浸った温水を保水する。
【００２４】
　図４（ｂ）は、図４（ａ）から約９０°回転した状態で、回転体１４の外周で保水され
た温水が送風手段１２による風圧により回転体１４の内部へ広がると共に微粒化しつつ一
部は蒸発し、微粒化部１９の下流側は、微粒化できなかった大粒の液滴を幾重の細かい網
目により捕捉する液滴除去部２０を構成するようになる。
【００２５】
　図４（ｃ）は、図４（ｂ）からさらに約９０°回転した状態で、図４（ｂ）で内部へ広
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がった微粒化部１９が送風手段１２による風圧により、回転体１４の外周から内部へ移動
すると共に広がり、微粒化部１９の下流側の液滴除去部２０が、回転体１４の中央から下
流側へと広がるようになる。
【００２６】
　この時、液滴除去部２０内の下流側最下端部では、除去された液滴が回転体１４から、
排出され始めている。
【００２７】
　最後に図４（ｄ）は定常状態を示しており、図４（ｃ）より微粒化部１９、液滴除去部
２０の各々占める面積が増え、ほぼ回転体１４の上流側が微粒化部１９、下流側が液滴除
去部２０となり、液滴除去部２０内の最下端部では、除去された液滴が回転体１４から、
排出され続けている。
【００２８】
　このように回転体１４は、貯水皿１５の底部に貯留された温水を回転により風路内に持
上げ微粒化する微粒化機能と、微粒化できなかった大粒の液滴を捕捉するエリミネータと
しての機能を果たしており、よって回転体１４を通過した温風には微粒化されたものだけ
が含まれ、その微粒化した温水は蒸発しながら排気口９を介してサウナ室１内に供給され
、サウナ環境が整えられる。
【００２９】
　また回転体１４の回転については、その回転スピードは出来るだけ遅くすることが好ま
しい。すなわち、回転体１４の外周に保持された温水が、送風手段１２から供給された加
熱空気と長い時間接触し、回転体１４の内部に移動しつつ微粒化及び蒸発しやすくなるか
らである。
【００３０】
　また回転体１４がエリミネータ機能も有するため、通常必要なエリミネータも不要とな
り、装置の小型化も可能となる。
【００３１】
　ここで、貯水皿１５の構造を詳細に説明する。
【００３２】
　貯水皿１５は、底面が回転体１４の中心軸の鉛直下方部で上向きに屈曲しており、排気
口９側の一端が回転体１４よりも排気口９側まで延長していることが好ましい。
【００３３】
　これにより、図４（ｄ）における回転体１４から排出された液滴を漏れなく貯水皿１５
に回収するので、少量の貯留水を循環して使用することができるからである。
【００３４】
　また、底面が回転体１４の中心軸の鉛直下方部で上向きに屈曲しているため、平面に比
べ貯水皿１５の貯水量が少ない状態（図中の黒塗り部）でも、回転体１４の最下部を貯留
した温水に浸し、保水することができる。
【００３５】
　また、貯水皿１５は、回転体１４の中心の鉛直下方部から給気口８側の一端までの距離
が回転体１４の中心の鉛直下方部から排気口９側の一端までの距離よりも短い方が好まし
い。すなわち、回転体１４の中心の鉛直下方部から給気口８側の一端までの距離を長くす
ると、風路を妨げてしまうからである。
【００３６】
　また、貯水皿１５は、屈曲部を中心とした傾きが、給気口８側の傾きより排気口９側の
傾きの方が緩やかな方が好ましい。すなわち、給気口８側の傾きを大きくすると、風路を
妨げてしまい、排気口９側の傾きを大きくすると、回転体１４から排出された液滴が底部
へ流れ易くなるからである。
【００３７】
　また、貯水皿１５は、図４のように給気口８側の一端と排気口９側の一端に立上がりを
設けた方が好ましい。すなわち、風圧により貯水面が揺れて高くなっても、溢れ出ること
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が防止でき、特に下流側の立上がり２１は、状態４のように回転体１４から排出された液
滴が風圧により飛ばされて溢れ出ることを防止できることができる。
【００３８】
　また、貯水皿１５の内表面は、鏡面仕上げが好ましい。すなわち、少ない貯水量で回転
体１４を浸すため、貯水皿１５と回転体１４は近接しており、接触した場合に摩擦を小さ
くし、回転体１４の磨耗や擦れ合い音を小さくすることができるからである。
【００３９】
　このように貯水皿１５は、少ない貯水量で回転体１４を保水させるとともに、回転体１
４から排出された液滴を漏れなく回収するので、少量の貯留水を循環して使用することが
でき、給水手段１６による給水量も少なくできる。
【００４０】
　なお、給水手段１６は、図２、図３に示したような配管での給水ではなく、貯水皿１５
を脱着可能な構造として、装置外で水道等から直接給水することも可能である。
【００４１】
　以上のように本発明により、回転体が微粒化手段となり液体を微粒化するが、同時に微
粒化できなかった大粒の液滴を捕捉するエリミネータとしての機能も有し、大粒の液滴を
回転により下方の貯水皿に回収するので、結論として少量の貯留水を循環して使用するた
め、排液となってしまう液体量が極めて少なくなり、その結果として、エネルギー損失を
抑制することができるものとなる。
【００４２】
　また本実施形態の特徴として、多孔質体１５を設けた結果、排気口９を介してサウナ室
１内に非蒸気液体が滴下することが無いので、この非蒸気液体滴下抑制のための排水設備
を、わざわざ本体ケース１０内からサウナ室１に別途設ける必要はない。
【産業上の利用可能性】
【００４３】
　以上のごとく本発明は、給気口と排気口を有する本体ケースと、この本体ケース内の風
路に設けた送風手段と、この送風手段と排気口間に設けた液体の微粒化手段とを備え、前
記液体の微粒化手段は、保水性と通風性のある回転体と、この回転体の下方に近接して設
けた貯水皿と、この貯水皿への給水手段とからなるものであり、エネルギー損失を抑制す
ることができる。
【００４４】
　すなわち、本発明においては、回転体が微粒化手段となり液体を微粒化するが、同時に
微粒化できなかった大粒の液滴を捕捉するエリミネータとしての機能も有し、大粒の液滴
を回転により下方の貯水皿に回収するので、結論として少量の貯留水を循環して使用する
ため、排液となってしまう液体量が極めて少なくなり、その結果として、エネルギー損失
を抑制することができるものとなる。
【００４５】
　また、微粒化終了時には、回転体および貯水皿で保持している液体は自然に乾燥させる
こともできるので、排液手段を別途設ける必要のないものとなる。
【００４６】
　したがって、例えば、サウナ装置やその他植物育成設備への活用が期待される。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明の実施の形態１における液体微粒化装置を用いたサウナ装置の斜視図
【図２】同液体微粒化装置の断面図
【図３】同液体微粒化装置の微粒化手段の斜視図
【図４】（ａ）～（ｄ）は、同液体微粒化装置の微粒化手段のそれぞれの動作を説明する
断面図
【符号の説明】
【００４８】
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　１　　サウナ室
　２　　前面壁
　３　　ドア
　４　　浴槽
　５　　天井面
　６　　開口部
　７　　液体微粒化装置
　８　　給気口
　９　　排気口
　１０　本体ケース
　１１　加熱手段
　１２　送風手段
　１３　微粒化手段
　１４　回転体
　１５　貯水皿
　１６　給水手段
　１７　シャフト
　１８　パイプ
　１９　微粒化部
　２０　液滴除去部
　２１　立上がり

【図１】 【図２】
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              特開昭６２－１３１１３７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭５１－０９９８４３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－２００８３４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－０６３１０３（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｆ２４Ｆ　　　６／１６　　　　
              Ｆ２４Ｆ　　　６／０６　　　　
              Ａ６１Ｈ　　３３／１０　　　　
              Ｆ２４Ｄ　　１５／００　　　　
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